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北九州市告示第１５４号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により

、北九州市立食肉センターにおけると畜解体証明書交付手数料、と畜検査手数

料、食肉センター使用料及び冷蔵庫使用料の徴収事務について、指定公金事務

取扱者を指定し、公金事務を委託したので、同条２項の規定により次のとおり

告示する。 

  令和８年４月１５日 

北九州市長 武 内 和 久   

指定公金事務取扱者 
指 定 公 金 事

務 取 扱 者 と

し て 指 定 し

た日 

指定公金事

務取扱者に

公金事務を

委託した日 

委託期間 

名 称 住 所 

北九州食肉セ

ンター企業組

合 

北九州市小倉

北区末広二丁

目３番７号 

令 和 ８ 年 ３

月２３日 

令和８年３

月２３日 

令 和 ８ 年 ４

月 １ 日 か ら

令 和 ９ 年 ３

月 ３ １ 日 ま

で 
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北九州市告示第１５５号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により

、帆柱公園駐車施設の使用料の徴収及び収納について、指定公金事務取扱者を

指定し、公金事務を委託したので、同条第２項の規定により次のとおり告示す

る。 

  令和８年４月１５日 

北九州市長 武 内 和 久   

指定公金事務取扱者 指定公金事

務取扱者と

して指定し 

た日 

指定公金事

務取扱者に

公金事務を

委託した日 

委託期間 
 

名称 

 

住所 

ア マ ノ マ ネ

ジ メ ン ト サ

ー ビ ス 株 式

会 社 北 九 州

営業所 

北 九 州 市 小

倉 南 区 湯 川

二 丁 目 ９ 番

２２号 

令和８年３

月３０日 

令 和 ８ 年 ３

月３０日 

令和８年４月

１日から令和

９年３月３１

日まで 
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北九州市告示第１５６号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により

、北九州市営住宅に係る使用料及び退去跡修繕費並びに北九州市営住宅駐車場

に係る使用料の収納並びにこれらの歳入の誤納又は過納となった金額の払戻金

の支出について、指定公金事務取扱者を指定し、公金事務を委託したので、同

条第２項の規定により次のとおり告示する。 

  令和８年４月１５日 

北九州市長 武 内 和 久   

指定公金事務取扱者 
指定公金事 

務取扱者と 

して指定し 

た日 

指定公金事 

務取扱者に 

公金事務を 

委託した日 

委託期間 

名称 住所 

弁護士法人ラ 

イズ綜合法律 

事務所 

東京都中央区 

日本橋三丁目 

９番１号 日 

本橋三丁目ス 

クエア１２階 

令和８年３ 

月３１日 

令和８年４ 

月１日 

令和８年４ 

月１日から 

令和９年３ 

月３１日ま 

で 
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北九州市告示第１５８号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により

、脇田漁港フィッシャリーナにおける使用料の収納（徴収）について、指定公

金事務取扱者を指定し、公金事務を委託したので、同条第２項の規定により次

のとおり告示する。 

  令和８年４月１５日 

北九州市長 武 内 和 久   

指定公金事務取扱者 指定公金事

務取扱者と

して指定し

た日 

指 定 公 金 事

務 取 扱 者 に

公 金 事 務 を

委託した日 

委託期間 
名   称 住   所 

北九州市筑前

海区海面利用

適正化協議会 

北九州市若松

区大字小竹３

００８番地７ 

令和８年３

月４日 

令 和 ８ 年 ３

月４日 

令 和 ８ 年 ４

月 １ 日 か ら

令 和 ９ 年 ３

月 ３ １ 日 ま

で 
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工事名 池田小学校大規模改修工事（第１期）
工事場所 北九州市八幡西区池田三丁目２番１号
工事内容 学校の大規模改修工事
工期 請負契約締結の日から令和９年３月１２日まで
予定価格 ３億９，１０１万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用する。（審査については、一括審査方式とする。）

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 建築工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 建築工事業について特定建設業の許可を受けていること。

本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。
令和３年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」という
。）が発注した予定価格２５０万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の建
築工事（軽微な工事（注３）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員として指名の
実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があること。

本市が発注した予定価格７，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の建築
工事で令和８年４月１３日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構
成員を含む。）でないこと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注４）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和８年５月１９日　午前９時
最低制限価格 設けない。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

　請負代金額及び下請代金総額に応じて、適切に配置すること。なお、当該技術者は、直接的かつ恒常的な

注４　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１
　７８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

　に規定する有資格業者名簿をいう。
注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

（２）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（３）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者
　登録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

９　その他

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

契約保証金

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

　　令和８年４月１５日

北九州市公告第２６６号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　武　内　和　久

　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

所在地

実績

手持工事等

（１）　この工事に係る技術者については、建設業法（昭和２４年法律第１００号）等関係法令を遵守し、

　雇用関係（開札日において雇用関係が３箇月以上経過していることをいう。）にある者を配置すること。

（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５
　６）とする。

（１）　令和８年５月８日及び同月１１日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和８年５月１２日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から令和８年４月２０日まで（注４）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和８年４月２１日　午前９時から正午まで

注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。
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工事名 守恒小学校大規模改修工事（第３期）
工事場所 北九州市小倉南区星和台二丁目１番１号
工事内容 学校の大規模改修工事
工期 請負契約締結の日から令和９年３月１２日まで
予定価格 ３億８，２３５万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用する。（審査については、一括審査方式とする。）

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 建築工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 建築工事業について特定建設業の許可を受けていること。

本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。
令和３年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」という
。）が発注した予定価格２５０万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の建
築工事（軽微な工事（注３）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員として指名の
実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があること。

本市が発注した予定価格７，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の建築
工事で令和８年４月１３日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構
成員を含む。）でないこと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注４）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和８年５月１９日　午前９時２０分
最低制限価格 設けない。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

　請負代金額及び下請代金総額に応じて、適切に配置すること。なお、当該技術者は、直接的かつ恒常的な

注４　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１
　７８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

　に規定する有資格業者名簿をいう。
注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

（２）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（３）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者
　登録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

９　その他

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

契約保証金

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

　　令和８年４月１５日

北九州市公告第２６７号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　武　内　和　久

　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

所在地

実績

手持工事等

（１）　この工事に係る技術者については、建設業法（昭和２４年法律第１００号）等関係法令を遵守し、

　雇用関係（開札日において雇用関係が３箇月以上経過していることをいう。）にある者を配置すること。

（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５
　６）とする。

（１）　令和８年５月８日及び同月１１日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和８年５月１２日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から令和８年４月２０日まで（注４）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和８年４月２１日　午前９時から正午まで

注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。
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工事名 篠崎中学校大規模改修工事（第１期）
工事場所 北九州市小倉北区原町二丁目８番１号
工事内容 学校の大規模改修工事
工期 請負契約締結の日から令和９年３月１２日まで
予定価格 ３億７，４３０万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用する。（審査については、一括審査方式とする。）

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 建築工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 建築工事業について特定建設業の許可を受けていること。

本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。
令和３年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」という
。）が発注した予定価格２５０万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の建
築工事（軽微な工事（注３）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員として指名の
実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があること。

本市が発注した予定価格７，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の建築
工事で令和８年４月１３日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構
成員を含む。）でないこと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注４）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和８年５月１９日　午前９時４０分
最低制限価格 設けない。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

　請負代金額及び下請代金総額に応じて、適切に配置すること。なお、当該技術者は、直接的かつ恒常的な

注４　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１
　７８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

　に規定する有資格業者名簿をいう。
注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

（２）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（３）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者
　登録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

９　その他

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

契約保証金

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

　　令和８年４月１５日

北九州市公告第２６８号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　武　内　和　久

　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

所在地

実績

手持工事等

（１）　この工事に係る技術者については、建設業法（昭和２４年法律第１００号）等関係法令を遵守し、

　雇用関係（開札日において雇用関係が３箇月以上経過していることをいう。）にある者を配置すること。

（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５
　６）とする。

（１）　令和８年５月８日及び同月１１日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和８年５月１２日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から令和８年４月２０日まで（注４）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和８年４月２１日　午前９時から正午まで

注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。
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工事名 赤坂小学校大規模改修工事（第２期）
工事場所 北九州市八幡西区本城東五丁目６番１号
工事内容 学校の大規模改修工事
工期 請負契約締結の日から令和９年３月１２日まで
予定価格 ３億５，２９３万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用する。（審査については、一括審査方式とする。）

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 建築工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 建築工事業について特定建設業の許可を受けていること。

本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。
令和３年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」という
。）が発注した予定価格２５０万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の建
築工事（軽微な工事（注３）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員として指名の
実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があること。

本市が発注した予定価格７，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の建築
工事で令和８年４月１３日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構
成員を含む。）でないこと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注４）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和８年５月１９日　午前１０時
最低制限価格 設けない。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

（１）　この工事に係る技術者については、建設業法（昭和２４年法律第１００号）等関係法令を遵守し、

　雇用関係（開札日において雇用関係が３箇月以上経過していることをいう。）にある者を配置すること。

（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５
　６）とする。

（１）　令和８年５月８日及び同月１１日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和８年５月１２日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から令和８年４月２０日まで（注４）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和８年４月２１日　午前９時から正午まで

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

所在地

実績

手持工事等

　　令和８年４月１５日

北九州市公告第２６９号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　武　内　和　久

　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

９　その他

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

契約保証金

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

　請負代金額及び下請代金総額に応じて、適切に配置すること。なお、当該技術者は、直接的かつ恒常的な

注４　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１
　７８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

　に規定する有資格業者名簿をいう。
注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

（２）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（３）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者
　登録を完了していない者は、この入札に参加することができない。
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北九州市公告第２７０号 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号。以下「政令」という。）第４条に規定する特定調達契約に

つき、随意契約の相手方を決定したので、北九州市物品等又は特定役務の調達

手続の特例を定める規則（平成７年北九州市規則第７８号）第１２条第１項の

規定により次のとおり公告する。 

  令和８年４月１５日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 特定役務の名称及び数量 

  令和８年度消防通信指令システム保守業務委託 一式 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

  北九州市消防局総務部総務課 

  北九州市小倉北区大手町３番９号 

３ 契約の相手方を決定した日 

  令和８年３月１７日 

４ 契約の相手方の名称及び住所 

  ＮＥＣネッツエスアイ株式会社 九州支店 

  福岡市中央区天神一丁目１０番２０号 

５ 契約金額 

  １億６，４２５万１，４５０円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約の理由 

  政令第１１条第１項第２号に該当するため。 
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北九州市上下水道局告示第１６号  
 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２において準用す

る地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により

、北九州市水道条例（昭和３８年北九州市条例第１１９号）第２８条に規定す

る水道料金、北九州市下水道条例（昭和３９年北九州市条例第３９号）第１５

条第１項に規定する下水道使用料、北九州広域都市計画下水道事業受益者負担

に関する条例（昭和５０年北九州市条例第４９号）第４条に規定する受益者負

担金、開発行為等に係る受益者負担金取扱要綱に規定する建設寄附金、北九州

市上下水道局長事務委任規則（平成５年北九州市規則第６０号）により委任を

受けた漁業集落排水処理施設使用料並びに地方公営企業法第３３条の２におい

て準用する地方自治法第２４３条の２第１項の規定により受託契約を締結した

芦屋町下水道使用料及び水巻町下水道使用料の収納事務について、指定公金事

務取扱者を指定し、公金事務を委託したので、地方公営企業法第３３条の２に

おいて準用する地方自治法第２４３条の２第２項の規定により次のとおり告示

する。  
  令和８年４月１５日  

北九州市上下水道局長 廣 中 忠 孝   
指定公金事務取扱者  指 定 公 金 事

務 取 扱 者 と

し て 指 定 し

た日  

指 定 公 金 事

務 取 扱 者 に

公 金 事 務 を

委託した日  

委託期間  
名 称  住 所  

株式会社セブ

ン－イレブン

・ジャパン  

東京都千代田

区二番町８番

地８  

令和８年３

月３１日  
令和８年４

月１日  
令和８年４

月１日から

令和９年３

月３１日ま

で  
株式会社ロー

ソン  
東京都品川区

大崎一丁目１

１番２号  

令和８年３

月３１日  
令和８年４

月１日  
令和８年４

月１日から

令和９年３

月３１日ま

で  
株式会社ポプ

ラ  
広島市安佐北

区安佐町大字

久地６６５番  

令和８年３

月３１日  
令和８年４

月１日  
令和８年４

月１日から

令和９年３  
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 地の１    月３１日ま

で  
山崎製パン株

式会社  
東京都千代田

区岩本町三丁

目１０番１号  

令和８年３

月３１日  
令和８年４

月１日  
令和８年４

月１日から

令和９年３

月３１日ま

で  
株式会社ファ

ミリーマート  
東京都港区芝

浦三丁目１番

２１号  

令和８年３

月３１日  
令和８年４

月１日  
令和８年４

月１日から

令和９年３

月３１日ま

で  
ミニストップ

株式会社  
千葉市美浜区

中瀬一丁目５

番地１  

令和８年３

月３１日  
令和８年４

月１日  
令和８年４

月１日から

令和９年３

月３１日ま

で  
株式会社しん

きん情報サー

ビス  

東京都港区港

南一丁目８番

２７号  

令和８年３

月３１日  
令和８年４

月１日  
令和８年４

月１日から

令和９年３

月３１日ま

で  
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北九州市上下水道局告示第１７号  
 北九州市水道条例（昭和３８年北九州市条例第１１９号）第２８条に規定す

る水道料金、北九州市下水道条例（昭和３９年北九州市条例第３９号）第１５

条第１項に規定する下水道使用料、北九州広域都市計画下水道事業受益者負担

に関する条例（昭和５０年北九州市条例第４９号）第４条に規定する受益者負

担金、開発行為等に係る受益者負担金取扱要綱に規定する建設寄附金、北九州

市上下水道局長事務委任規則（平成５年北九州市規則第６０号）により委任を

受けた漁業集落排水処理施設使用料並びに地方公営企業法第３３条の２（昭和

２７年法律第２９２号）において準用する地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２４３条の２第１項の規定により受託契約を締結した芦屋町下水道使用

料及び水巻町下水道使用料の納付について、同法第２３１条の２の３第１項に

規定する指定納付受託者を指定したので、同条第２項の規定により次のとおり

告示する。  
  令和８年４月１５日  

北九州市上下水道局長 廣 中 忠 孝   
指定納付受託者  

指定をした日  指 定 期 間  
名 称  住 所  

株式会社しんき

ん情報サービス  
東京都港区港南

一丁目８番２７

号  

令和８年３月 

３１日  
令和８年４月１日

から令和９年３月

３１日まで  
 

13



北九州市上下水道局公告第５３号 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市上下水道局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程

（平成７年北九州市水道局管理規程第６号）第２条において準用する北九州市

物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年北九州市規則第

７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。 

  令和８年４月１５日 

               北九州市上下水道局長 廣 中 忠 孝  

１ 特定役務の名称及び数量 

  日明浄化センター汚泥搬出業務委託 一式 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

  北九州市上下水道局下水道部施設課 

  北九州市小倉北区大手町１番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和８年２月２７日 

４ 落札者の名称及び住所 

  株式会社環境システム 

  北九州市小倉北区東港一丁目６番１号 

５ 落札金額 

  ４，８９５万２，２００円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 一般競争入札の公告をした日 

  令和８年１月１６日 

８ 落札方式 

  最低価格による。 
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